
参考                    北九州市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例新旧対照表 

新 旧 

付 則 

１～３  略 

 （令和６年７月１日から令和９年２月１９日までの間における議員報酬の特例） 

４ 令和６年７月１日から令和９年２月１９日までの間に在職する議員の議員報酬

に係る第２条の規定の適用については、同条第１項の表中「１，０９０，０００

円」とあるのは「１，００２，８００円」と、「９８０，０００円」とあるのは

「９０１，６００円」と、「８８０，０００円」とあるのは「８０９，６００円

」とする。 

   付 則 

１～３  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


